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令 和 ２ 年 ６ 月 ３ ０ 日 

自動車局安全・環境基準課 

 

乗用車等の排出ガス・燃費性能の評価方法を改訂します 

～道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について～ 

 

 

 

 

 自動車の環境基準について、国際的な整合性を図り大気環境の保全等を確保するため、

我が国は国際連合の「車両等の世界的技術規則協定」に平成 11 年に加入し、現在、国際

的な技術基準である「世界技術規則」について議論を行っているところです。 

乗用車等の排出ガス・燃費試験法においては、平成 28 年 10 月に、世界技術規則第 15

号の「乗用車等の国際調和排出ガス・燃費試験法」（以下「WLTC モード※法」という。）を

国内導入したところですが、今般、令和元年 6月の国連欧州経済委員会自動車基準調和世

界フォーラム（WP29）第 178 回会合において、WLTC モード法の改訂が採択されました。 

これを踏まえ、我が国において当該改訂後の WLTC モード法による排出ガス・燃費性能

の評価等を実施するため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土

交通省告示第 619 号。）及び道路運送車両の保安基準第 2 章及び第 3 章の規定の適用関係

の整理のため必要な事項を定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1318 号）について改

正を行いました。 

※WLTC モード：市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行 

モード。 

 

１．改正の概要  

○ 超小型モビリティのように、最高速度が制限された電気自動車について、車両に適

した走行モードを規定 

○ シャシダイナモメータ上で試験走行を行ったときの実際の車速と目標車速との乖離

を表す指標について、より正確に走行モードに追従するよう許容幅の要件を規定 

○ その他、所要の改正 

 

２．公布・施行・適用義務化  

公布・施行 令和２年６月３０日 

適用義務化 令和３年１０月１日（新型車） 

国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 178 回会合において採

択された排出ガス・燃費性能の評価方法（WLTC モード法）の改訂を我が国に取り入れるた

め、本日、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等を改正しました。 

【お問い合わせ先】 

          

自動車局安全・環境基準課 河野、菊野 

代表 03-5253-8111（内線：42522） 

直通 03-5253-8603 FAX  03-5253-1636 

１．法令等

（1）乗用車等の排出ガス・燃費性能の評価方法を改訂します

－1－



令 和 ２ 年 ６ 月

自 動 車 局

安全 ・ 環 境 基 準 課

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示及び道路運送車両の

保安基準第 2章及び第 3章の規定の適用関係の整理のため必要な

事項を定める告示の一部を改正する告示について

１．改正の背景

自動車の環境基準について、国際的な整合性を図り大気環境の保全等を確保するため、我が国は国際連

合の「車両等の世界的技術規則協定」に平成 11 年に加入し、現在、国際的な技術基準である「世界技術

規則」について議論を行っているところです。

乗用車等の排出ガス・燃費試験法においては、平成 28 年 10 月に世界技術規則第 15 号の「乗用車等

の国際調和排出ガス・燃費試験法」（以下「WLTC モード法」という。）を国内導入したところですが、今

般、国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム（WP29）第 178 回会合において、WLTC モード法

の改訂が採択されました。

これを踏まえ、我が国において当該改訂後の WLTC モード法による排出ガス・燃費性能の評価等を実施

するため、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号。以下「細

目告示」という。）及び道路運送車両の保安基準第 2章及び第 3章の規定の適用関係の整理のため必要な

事項を定める告示（平成 15年国土交通省告示第 1318 号）について所要の改正を行うこととします。

２．改正の概要

以下の改正をはじめ、所要の改正を行う。

○ 超小型モビリティのように、最高速度が制限された電気自動車について、車両に適した走行モードを

規定します。

○ シャシダイナモメータ上で試験走行を行う場合の追従性に関する指標についての要件を規定します。

○ 走行抵抗の測定法の一つである惰行法※1について、惰行を分割して行う場合の要件を規定します。

○ 走行抵抗の測定法の一つである風洞法※2について、空気抵抗を計測する場合の風速の要件を規定し

ます。

※１ 車両のトランスミッションをニュートラル状態で車両を走行させ、車速低下に要した時間を計測することにより走

行抵抗を算定する方法。

※２ 風洞内に設置したシャシダイナモメータにおいて、各指定速度において測定される路面抵抗及び空気抵抗に基づき

走行抵抗を算定する方法。

３．スケジュール（予定）

公 布：令和２年６月３０日

施 行：公布の日

※新型車への適用義務化：令和３年１０月

※世界技術規則（原文）は以下の URL を参照

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29r-1998agr-rules/GTR15-am5-For_Registry_EN.pdf
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令 和 ２ 年 ８ 月 ５ 日 

自動車局安全・環境基準課 

自 動 車 局 整 備 課 

自動運転に対応した新たな検査手法を導入します！！ 
～ 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部改正について ～ 

令和 6 年 10 月から、自動車の検査（車検）において、自動ブレーキ等の自動運転技術

等に用いられる電子制御装置の目に見えない故障に対応するための電子的な検査を開始

することとしました。 

自動ブレーキ等の電子制御を駆使した自動運転技術については、近年、軽自動車を含む幅

広い車両への搭載が進んでいます。これらの技術は、交通事故防止に大きな効果が期待され

る一方、故障時には誤作動等により事故につながる恐れがあることから、使用時においても、

確実に機能維持を図ることが重要です。 

このため、国土交通省では、平成 29 年 12 月から「車載式故障診断装置を活用した自動車

検査手法のあり方検討会」（座長：須田義大東京大学生産技術研究所教授）において、自動

運転技術に用いられる電子制御装置まで踏み込んだ自動車検査の手法について検討を行い、

平成 31 年 3 月に最終報告書をとりまとめたところです。 

今般、同報告書を踏まえ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正す

る告示を本日公布し、令和 3 年 10 月以降の新型車を対象に、令和 6 年 10 月から電子的な

検査（車検）を開始（※）することとなりました。 

（※）輸入車については、令和４年 10 月以降の新型車を対象に令和７年 10 月から検査を

開始 

なお、令和３年 10 月から電子的な検査のプレテストを開始するとともに、必要な情

報管理に関する実費として、一両当たり 400 円を（独）自動車技術総合機構が徴収する

こととしております。 

 

【検査の対象となる装置】 

①運転支援装置 

・衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ） 

・自動命令型操舵機能（レーンキープ） 等 

②自動運行装置 

③排ガス関係装置 

 
 
 

＜検査のイメージ＞     

参考：「車載式故障診断装置を活用した自動車検査手法のあり方検討会」 

http://www.mlit.go.jp/jidosha/OBD_Inspection_System.html  

 

 

（お問い合わせ先） 
国土交通省自動車局整備課 髙瀬、井原 
代表：03-5253-8111（内線：42424）、直通：03-5253-8599、FAX：03-5253-1639 

 

＜検査のイメージ＞ 

（2)自動運転に対応した新たな検査手法を導入します！！
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行
中
、
突
然
、

機
能
が
停
止
し
、
強
い
回
生
ブ
レ
ー
キ
が
作
動
。

⇒
前
方
監
視
用
の
カ
メ
ラ
が
偏
心
し
て
い
た


上
り
坂
を
走
行
中
、
自
動
で
ブ
レ
ー
キ
が
誤
作
動
し
、

急
減
速
し
た
。

⇒
自
動
ブ
レ
ー
キ
の
レ
ー
ダ
セ
ン
サ
の
取
付
角
度

が
設
計
値
よ
り
下
向
き
に
な
っ
て
い
た
。

現
在
の
車
検
で
は
検
出
で
き
な
い
不
具
合

最
近
の
自
動
車
に
は
、
電
子
装
置
の
状
態
を
監
視
し
、

故
障
を
記
録
す
る
「
車
載
式
故
障
診
断
装
置
（
O

B
D
：

O
n
-
B

oa
rd

 D
ia

gn
o
st

ic
s）
」
が
搭
載
さ
れ
て
い
る
。

車
載
式
故
障
診
断
装
置
（O

B
D
）を
活
用
し
た
自
動
車
検
査
手
法

ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

接
続

通
信

O
B
D
ポ
ー
ト・
故
障
コ
ー
ド
読
出
に
必
要
な
技
術
情
報

（
E
C

U
情
報
）

・
保
安
基
準
不
適
合
の
故
障
コ
ー
ド

（
特
定

D
T
C
）

車
載
式
故
障
診
断
装
置
（
O

B
D
）と
は

O
B
D

記
録
さ
れ
た
故
障
コ
ー
ド

（
D

T
C
）
は
、
ス
キ
ャ
ン
ツ
ー
ル

を
接
続
す
る
こ
と
に
よ
り
読
取

可
能
。

対
象
車
両
・装

置
及
び
検
査
開
始
時
期

対
象

2
0
2
1年

以
降
の
新
型
の
乗
用
車
、
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
※

1

①
運
転
支
援
装
置
※
2

ア
ン
チ
ロ
ッ
ク
ブ
レ
ー
キ
シ
ス
テ
ム
（
A

B
S
）
、
横
滑
り
防
止
装
置

（
E
S
C
）
、
ブ
レ
ー
キ
ア
シ
ス
ト
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
、
車
両
接
近
通
報

②
自
動
運
転
機
能
※
2

自
動
車
線
維
持
、
自
動
駐
車
、
自
動
車
線
変
更
な
ど

③
排
ガ
ス
関
係
装
置

検
査
開
始
時
期

2
0
2
4年

※
3

自
動
車
メ
ー
カ
ー

(独
)自
動
車
技
術
総
合
機
構
に
お
い
て
、

「
E
C

U
情
報
」
、
「
特
定

D
T
C
」
を
一
元
管
理
し
、

全
国
の
車
検
場
、
整
備
工
場
へ
提
供
。

諸
外
国
の
状
況

O
B

D
を
活
用
し
た
自
動
車
検
査
手
法

車
検
時

特
定

D
T
C
を
検
出

し
た
場
合
は
不
合
格

接
続

※
1
型
式
指
定
自
動
車
・
多
仕
様
自
動
車
に
限
る
。
輸
入
車
は

20
2
2年

以
降
の
新
型
車

※
2
保
安
基
準
に
規
定
が
あ
る
も
の
に
限
る
。

※
3
輸
入
車
は

2
0
25
年

Ｅ
Ｕ


加
盟
国
に
対
し
て
電
子
装
置
を
含
め
た
検
査
実
施
を

推
奨
（
E
U
指
令

2
0
1
4
/
4
5
E
U
）
。


ド
イ
ツ
で
は

20
1
5
年
よ
り

O
B

D
を
用
い
た
検
査
を
開
始
、

段
階
的
に
拡
大
中
。

米
国 3

3
の
州
・
地
区
に
お
い
て

O
B

D
を
活
用
し
た

排
出
ガ
ス
検
査
を
実
施
中
。

提
出
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令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 

自動車局 技術・環境政策課 

自動車局 安全・環境基準課 

 

道路運送車両法施行規則等の一部改正について 

～量産を目的とした超小型モビリティに係る基準の整備及び 

   特区法の改正に伴う制度整備について～ 

(1) 量産を目的とした最高時速60km以下の超小型モビリティについて、一般道を自由に走

行できる車両の安全対策について検討した結果を踏まえ、普及促進に向けた基準の整備

等に関する改正を行います。 

(2) 本年５月２７日に成立した国家戦略特別区域法の一部を改正する法律（令和２年法律第

34号）の施行に伴い、特区法の枠組みで実施される自動運転の実証実験の安全かつ円

滑な実施のため、同実証実験に用いられる自動車の自動車検査証等に、技術基準の適

合を要しない装置及びその代替機能等を記載事項とする改正を行います。 

 

１． 背景 

(1) 超小型モビリティの普及促進に向けた制度整備 

軽自動車より小さく、原動機付自転車（二輪）より大きいという特徴を有する１人から

２人乗り程度の超小型モビリティについては、従前より認定制度に基づいた運用を行っ

ていますが、更なる普及促進に向け、一般道を自由に走行できる量産型車両の安全

対策について有識者を交えて議論を行いました。 

この結果を踏まえ、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関

係の整理のため必要な事項を定める告示（平成15年国土交通省告示第1318号）（以下、

「適用関係告示」という。）を改正するとともに、超小型モビリティであることを自動車検

査証の記載事項とし、当該記載事項に変更がある場合には構造等変更検査を受ける

こととするため、道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）を改正します。 

 

 (2) 改正特区法の施行に向けた制度整備 

本年５月２７日に成立した国家戦略特別区域法の一部を改正する法律（令和２年法

律第34号）により、自動車の自動運転などの実証実験がより迅速かつ円滑に実施され

るよう、道路運送車両法等に係る特例が設けられました。 

具体的には、国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下「特区法」という。）

の枠組みで実施される自動運転の実証実験に用いられる自動車について、安全を十

分に確保するための代替の措置等によって保安上又は公害防止その他の環境保全

上の支障が生じないと認められた場合、自動車の装置の一部について技術基準へ適

合することを要しない特例が設けられました。 

これに伴い、技術基準への適合を要しない装置及びその代替機能等について自動

車検査証の記載事項とする等、道路運送車両法施行規則の改正を行います。 

 

２． 道路運送車両法施行規則の主な改正項目 

(1) 超小型モビリティの普及促進に向けた制度整備 

（3）道路運送車両法施行規則等の一部改正について
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・超小型モビリティ（長さ2.5ｍ、幅1.3ｍ、高さ２ｍを超えない、最高時速60km以下の軽

自動車のうち、高速自動車国道等※を運行しないもの）であることを自動車検査証の

記載事項とする 

・当該記載事項に変更がある場合には、構造等変更検査を受けることを命じることとす

る 

(2) 改正特区法の施行に向けた制度整備 

・実証実験に用いる自動車について、技術基準への適合を要しない装置及びその代替

機能等の内容を自動車検査証の記載事項とする 

・地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、自動車検査証等の提示を求めること

ができることとする 等 

 

３． 適用関係告示の主な改正項目 

超小型モビリティについて、走行実態や事故実態を踏まえ、以下の改正を行う。 

【適用範囲】 

長さ 2.5ｍ、幅 1.3ｍ、高さ２ｍを超えない、最高時速 60km 以下の軽自動車のうち高速自

動車国道等※を運行しないもの 

【概要】 

衝突基準 改正内容 

フルラップ前面衝突（協定規則第 137 号） 

オフセット前面衝突（協定規則第 94 号） 

当分の間、試験速度を時速 40km とするこ

とができる。 

ポールへの側面衝突（協定規則第 135

号） 
当分の間、適用しない。 

○協定規則第 12 号（かじ取り装置の前面衝突）、第 16 号（座席ベルト）、第 34 号（燃料

装置）、第 100 号（原動機用蓄電池）及び第 134 号（水素燃料電池）の技術的な要件を

適用する場合において、前面衝突に関する協定規則により適合性を判断する場合に

も準用することができる。 

○最高時速 60km 以下の車両であることを車両後面の見やすい 

  位置に表示すること等を求めることとする。 
 

 

※高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和 32 年法律第 79 号）第４条

第１項に規定する道路をいう。）又は自動車専用道路（道路法（昭和 27

年法律第 180 号）第 48 条の４に規定する自動車専用道路をいう。）をい

う。 

 

４． その他 

上記に併せてその他所要の改正等を行う。 
 

５． 公布・施行 

公 布 ： ９月１日（本日） 

施 行 ： 公布の日 
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 問い合わせ先 

【量産超小型モビリティについて】 

  国土交通省自動車局 安全・環境基準課   ：東海、杉本 

    電話 03-5253-8111（内線 42532） 03-5253-8602（直通）  

FAX  03-5253-1636 

【改正特区法の施行に向けた制度整備について】 

  国土交通省自動車局 技術・環境政策課   ：河野、辰野 

    電話 03-5253-8111（内線 42255） 03-5253-8590（直通）  

FAX  03-5253-1639 
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改

正

後

改

正

前

（
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
）

（
自
動
車
検
査
証
の
記
載
事
項
）

第
三
十
五
条
の
三

自
動
車
検
査
証
に
記
載
す
べ
き

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
五
条
の
三

自
動
車
検
査
証
に
記
載
す
べ
き

事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
二
十
一
の
二

（
略
）

一
〜
二
十
一
の
二

（
略
）

二
十
二

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
事
項

二
十
二

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五

条
の
規
定
に
よ
り
基
準
の
緩
和
を
し
た
自
動
車

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
内
容

イ

道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
第
五
十
五
条

の
規
定
に
よ
り
基
準
の
緩
和
を
し
た
自
動
車

当
該
基
準
の
緩
和
の
内
容

ロ

国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年

法
律
第
百
七
号
。
以
下「
特
区
法
」と
い
う
。）

第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大

臣
の
認
定
を
受
け
た
技
術
実
証
区
域
計
画

（
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
技
術
実
証
区
域
計
画
を
い
う
。
第
五
十

二
条
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
従

つ
て
行
わ
れ
る
技
術
実
証
（
特
区
法
第
二
十

五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
実
証
を

い
い
、
特
殊
仕
様
自
動
車
運
行
（
同
条
第
二

項
第
三
号
イ
に
規
定
す
る
特
殊
仕
様
自
動
車

運
行
を
い
う
。
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号

に
お
い
て
同
じ
。）を
含
む
も
の
に
限
る
。）に

使
用
さ
れ
る
特
殊
仕
様
自
動
車
（
特
区
法
第

二
十
五
条
の
二
第
二
項
第
三
号
イ
に
規
定
す

る
特
殊
仕
様
自
動
車
を
い
う
。）
同
号
イ

、

及
び

に
掲
げ
る
事
項

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
国
土
交
通
省
令
第
七
十
三
号

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
五
十
八
条
第
二
項
及
び
第
六
十
七
条
第
三
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
二
年
九
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。）は
、
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え

る
。
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二
十
三
〜
二
十
八

（
略
）

二
十
三
〜
二
十
八

（
略
）

二
十
九

長
さ
二
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
幅
一
・
三

〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
二
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超

え
な
い
軽
自
動
車
で
あ
つ
て
、
最
高
速
度
六
十

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
毎
時
以
下
の
も
の
の
う
ち
、
高

速
自
動
車
国
道
（
高
速
自
動
車
国
道
法
（
昭
和

三
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。）又
は
自
動
車
専
用

道
路
（
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八

十
号
）
第
四
十
八
条
の
四
に
規
定
す
る
自
動
車

専
用
道
路
を
い
う
。）に
お
い
て
運
行
し
な
い
も

の
（
第
二
十
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
自
動
車

を
除
く
。）に
あ
つ
て
は
、
そ
の
旨

（
新
設
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
自
動
車
検
査
証
の
記
入
の
申
請
等
）

（
自
動
車
検
査
証
の
記
入
の
申
請
等
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

２
〜
７

（
略
）

８

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
と

す
る
。

８

法
第
六
十
七
条
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
変
更
と

す
る
。

一
〜
十

（
略
）

一
〜
十

（
略
）

十
一

第
三
十
五
条
の
三
第
一
項
第
二
十
九
号
に

掲
げ
る
事
項

（
新
設
）

９
・
10

（
略
）

９
・
10

（
略
）

（
自
動
車
検
査
証
等
の
提
示
の
命
令
）

（
自
動
車
検
査
証
等
の
提
示
の
命
令
）

第
五
十
二
条

地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
又

は
運
輸
支
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
動
車
の

使
用
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
検
査
証
、
限
定
自

動
車
検
査
証
又
は
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
提
示
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
二
条

地
方
運
輸
局
長
、
運
輸
監
理
部
長
又

は
運
輸
支
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲

げ
る
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
自
動
車
の

使
用
者
に
対
し
、
当
該
自
動
車
検
査
証
、
限
定
自

動
車
検
査
証
又
は
軽
自
動
車
届
出
済
証
の
提
示
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

２

地
方
運
輸
局
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

掲
げ
る
処
分
が
行
わ
れ
た
と
き
（
第
三
号
に
掲
げ

る
処
分
に
あ
つ
て
は
、
当
該
処
分
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
）
は
、
自
動
車
の
使
用
者
に
対
し
、
当
該

（
新
設
）

一

特
区
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
技
術

実
証
区
域
計
画
（
特
殊
仕
様
自
動
車
運
行
を
含

む
も
の
に
限
る
。）の
認
定

二

特
区
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
特
区
法
第
二

十
五
条
の
二
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
る
前
号
の

認
定
の
取
消
し

三

特
区
法
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
特
区
法
第
二
十
五
条
の
二
第
七
項
の
指
定

の
取
消
し

自
動
車
検
査
証
、
限
定
自
動
車
検
査
証
又
は
軽
自

動
車
届
出
済
証
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
制
限
又
は
緩
和
の
記
載
）

（
制
限
又
は
緩
和
の
記
載
）

第
五
十
三
条

前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
処
分

（
第
二
号
、
第
四
号
（
第
二
号
の
指
示
の
取
消
し

に
限
る
。）及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
処
分
を
除
く
。）

は
、
当
該
自
動
車
検
査
証
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る

こ
と
に
よ
り
行
う
。

第
五
十
三
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
処
分（
第
二
号
、

第
四
号
（
第
二
号
の
指
示
の
取
消
し
に
限
る
。）及

び
第
五
号
に
掲
げ
る
処
分
を
除
く
。）は
、
当
該
自

動
車
検
査
証
に
そ
の
旨
を
記
載
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
。

（
制
限
の
表
示
）

（
制
限
の
表
示
）

第
五
十
四
条

自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
（
法
第
五
十
四
条
第
一

項
及
び
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
指
示
に
係
る
も
の
に
限
る
。）及
び
第
三
号
並
び

に
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
処
分
に
係
る
自
動
車

（
第
一
項
第
三
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
そ

の
運
行
の
た
め
必
要
な
保
安
上
又
は
公
害
防
止
上

の
制
限
を
付
さ
れ
た
も
の
（
専
ら
道
路
（
専
ら
自

転
車
及
び
歩
行
者
の
一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
場

所
に
限
る
。）の
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
製
作
し
た
特
殊
な
構
造
を
有
す
る
も
の
を
除

く
。）に
限
る
。）を
運
行
の
用
に
供
し
よ
う
と
す
る

と
き
は
、
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
標
識
を
当
該
自

動
車
の
後
面
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
四
条

自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条

第
一
号
、
第
二
号
（
法
第
五
十
四
条
第
一
項
及
び

法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示

に
係
る
も
の
に
限
る
。）及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
処

分
に
係
る
自
動
車
（
第
三
号
に
係
る
も
の
に
あ
つ

て
は
、
そ
の
運
行
の
た
め
必
要
な
保
安
上
又
は
公

害
防
止
上
の
制
限
を
付
さ
れ
た
も
の
（
専
ら
道
路

（
専
ら
自
転
車
及
び
歩
行
者
の
一
般
交
通
の
用
に

供
す
る
場
所
に
限
る
。）の
上
を
移
動
さ
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
製
作
し
た
特
殊
な
構
造
を
有
す
る

も
の
を
除
く
。）に
限
る
。）を
運
行
の
用
に
供
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
第
十
九
号
様
式
に
よ
る
標
識

を
当
該
自
動
車
の
後
面
に
見
や
す
い
よ
う
に
表
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条
第
一
項
第

四
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受
け
た
と
き
並
び
に
第
二

項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
処
分
が
行
わ
れ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前
項
の
標
識
を
抹
消
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
の
使
用
者
は
、
第
五
十
二
条
第
四
号
に

掲
げ
る
処
分
を
受
け
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
前

項
の
標
識
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 火曜日 (号外第号)官 報 

－36－



－37－



－38－



－39－



－40－



－41－



－42－



－43－



               

 
 
1.  
 
2.  
 
3. ETC

 

（4）最高時速60キロメートル以下の軽自動車（高速自動車国道等において運行しないもの
　　 であって、一定の寸法を超えない自動車）として型式指定を受けたものに対する安全
　　 確保の徹底について 

－44－



２．通達等

（1）「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について（依命通達）

－45－



 

別
 
紙

 

 

「
自

動
車

検
査

業
務

等
実

施
要

領
に

つ
い
て

（
依

命
通
達
）
」
（
昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日

自
車
第

8
8
0
号

）
の

一
部
を

改
正
す

る
通
達

 
新

旧
対
照

表
 

昭
和

3
6
年

1
1
月

2
5
日
付
け

自
車
第

8
8
0
号

 
 

改
正
 

令
和

2
年

3
月

3
1
 
日
付
け

国
自
技

第
2
6
6
号
、

国
自
整

第
3
4
8
号
 

 

新
 

旧
 

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（

略
）
 

 

第
１

章
～

第
２

章
（

略
）
 

 第
３

章
 

自
動

車
の

検
査

（
事

務
関

係
）
 

３
－

１
～

３
－

３
（

略
）
 

３
－

４
（

検
査

証
等

の
記

載
事

項
等

）
 

３
－

４
－

１
～

３
－

４
－

１
９

（
略

）
 

３
－

４
－

２
０

 
備

考
欄

は
、

次
表

左
欄

に
掲

げ
る

自
動

車
に

つ
い

て
、

同
表

中
央

欄

の
記

載
事

項
を

同
表

右
欄

の
記

載
例

に
よ

り
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

そ
の

他

検
査

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
必

要
に

応
じ

て
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

電

子
情

報
処

理
組

織
に

よ
り

記
録

で
き

な
い

も
の

に
あ
っ
て

は
自
動

車
検
査

記
録

簿
（
乙
）

（
第

4
号

様
式

に
よ

る
。
）

を
作

成
す

る
も

の
と

す
る
。

 

 

記
載

を
要

す
る

自
動

車
 

記
載
さ
れ
る
べ
き
趣
旨

 
記

載
例

 
1．

～
40

．
（

略
）

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

41
．

法
第

41
条

第
2項

に
定

め
る

自
動

運
行

装
置

を
備

え
た

自
動

車
 

 （
１

）
指

定
自

動
車

等
で

あ
っ

て
、

自
動

運
行

装
置

（
走

行
環

境
条

件
を

含

む
。
）

に
係

る
変

更
が

な
い

も
の

 
 （

２
）
（

１
）

以
外

の
も

の
 

  

   自
動

運
行

装
置

搭
載

車
で

あ
る

旨
 

  自
動

運
行

装
置

搭
載

車
で

あ
る

旨
 

走
行

環
境

条
件

付
与

書
の

文
書

番
号

及
び

付
与

年
月

日
 

   自
動

運
行

装

置
搭

載
車

 
  自

動
運

行
装

置
搭

載
車

 
近

運
技

技
第

１
２

３
号

 

令
和

２
年

４

自
動

車
検

査
業

務
等

実
施

要
領

 

 目
次

 
（
略
）
 

第
１

章
～

第
２

章
（
略
）
 

 第
３

章
 

自
動

車
の

検
査

（
事

務
関

係
）
 

３
－

１
～

３
－

３
（
略
）
 

３
－

４
（

検
査

証
等

の
記

載
事

項
等

）
 

３
－

４
－

１
～

３
－

４
－

１
９

（
略
）

 

３
－

４
－

２
０

 
備

考
欄

は
、

次
表

左
欄

に
掲

げ
る

自
動

車
に

つ
い

て
、

同
表

中
央

欄

の
記

載
事

項
を

同
表

右
欄

の
記

載
例

に
よ

り
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

そ
の

他

検
査

に
必

要
な

事
項

に
つ

い
て

は
必

要
に

応
じ

て
記

載
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

電

子
情
報

処
理
組

織
に

よ
り
記

録
で
き

な
い
も

の
に

あ
っ
て

は
自
動

車
検
査

記
録

簿
（
乙
）

（
第

4
号
様
式

に
よ

る
。
）
を

作
成
す

る
も
の

と
す

る
。

 

 

記
載

を
要

す
る

自
動

車
 

記
載
さ
れ
る
べ
き
趣
旨

 
記

載
例

 
1．

～
40

．
（

略
）

 
 

（
略

）
 

（
略

）
 

（
新

設
）

  
           

（
新

設
）

 
（

新
設

）
 

－46－



 

月
１

日
 

 ３
－

４
－

２
１

 
規

則
第

3
5
条

の
3
第

1
項

第
2
4
号
の

規
定
に

基
づ
き

自
動

車
検
査

証
に

記
載

を
要

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

次
の

例
に

よ

り
記

載
す

る
。

 

な
お

、
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

(
1
)
か

ら
(
9
)
ま

で
に

掲
げ

ら
れ

た
事

項
が

記
載

さ
れ

て
い

る
自

動
車

の
装

置
が

、
細

目
告

示
第

9
1
条
第

2
項
第

1
号
、
第

2
号

若
し

く

は
第

3
号

、
第

9
6
条

第
3
項

、
第

9
8
条

第
4
項
、

第
9
9
条
第

9
項
、

第
1
0
0
条
第

8

項
若

し
く

は
第

1
0
項

若
し

く
は

第
1
2
項

第
1
号

、
第

2
号
若
し

く
は
第

3
号

若
し

く

は
第

1
4
項

第
1
号

、
第

2
号

若
し

く
は

第
3
号
、

第
1
7
項
第

1
号
若
し

く
は

2
号

、

第
1
6
9
条

第
2
項

第
1
号

若
し

く
は

第
2
号

、
第

1
7
4
条

第
3
項
第

1
号
、

第
1
7
6
条

第
4
項

第
1
号

、
第

1
7
7
条

第
6
項

第
3
号
又

は
第

1
7
8
条
第

8
項
第

1
号

若
し

く
は

第
9
項

第
1
号

若
し

く
は

第
1
0
項

第
1
号

若
し
く

は
第

2
号
若

し
く
は
第

1
1
項
第

1

号
若

し
く

は
第

2
号

若
し

く
は

第
1
3
項

に
該

当
す

る
よ
う

に
な
っ

た
場
合

に
は
、
当

該

記
載

事
項

を
法

第
6
7
条

第
1
項

の
規

定
に

よ
り
処

理
す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
１

）
～

（
３

）
（

略
）

 

（
４

）
 
保

安
基

準
第

1
7
条

の
2
第

6
項
の

規
定

の
適
用

を
受
け

る
自
動

車
で

あ
っ
て
、

第
1
条

の
3
た

だ
し

書
の

規
定

に
よ

り
破

壊
試

験
に
よ
る

第
1
7
条

の
2
第

6
項

へ
の
適

合
性

の
判

定
を

行
っ

て
い

な
い

自
動

車
 

「
こ

の
自

動
車

に
備

え
る

電
気

装
置

は
、

保
安

基
準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に

よ
り

、
衝

突
時

の
高

電
圧

に
よ

る
乗

車
人

員
の

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当

た
り

同
一

の
構

造
を

有
す

る
装

置
に

対
す

る
破

壊
試
験
を

行
っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
５

）
～

（
１

２
）
（

略
）

 

３
－

４
－

２
１

の
２

～
３

－
４

－
２

７
（

略
）
 

３
－

５
～

３
－

１
５

 
（

略
）
 

第
４

章
～

第
６

章
 

（
略

）
 

別
表

第
１

～
第

６
号

様
式

 
（

略
）

 

別
添

１
 
（

略
）

 

別
添

２
 
（

略
）

 

 

附
 

則
 
（

令
和

2
年

3
月

3
1
日
国

自
技

第
2
6
6
号
、
国

自
整
第

3
4
8
号

）
 

道
路

運
送

車
両

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法
律

の
施

行
の
日

（
令
和

2
年

4
月

1
日

）
か

ら
施

行
す

る
 

 

  
 ３

－
４

－
２
１

 
規
則
第

3
5
条
の

3
第

1
項
第

2
4
号

の
規
定
に

基
づ
き

自
動

車
検
査

証
に

記
載

を
要

す
る

自
動

車
に

つ
い

て
は

、
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

次
の

例
に

よ

り
記
載

す
る
。

 

な
お

、
自

動
車

検
査

証
の

備
考

欄
に

(
1
)
か

ら
(
9
)
ま

で
に

掲
げ

ら
れ

た
事

項
が

記
載

さ
れ
て

い
る
自

動
車

の
装
置

が
、
細

目
告

示
第

9
1
条
第

2
項
第

1
号
、
第

2
号

若
し

く

は
第

3
号
、

第
9
6
条

第
3
項

、
第

9
8
条

第
4
項
、

第
9
9
条
第

5
項
、

第
1
0
0
条
第

8

項
若
し

く
は
第

1
0
項

若
し

く
は
第

1
2
項
第

1
号
、
第

2
号
若
し

く
は
第

3
号

若
し

く

は
第

1
4
項
第

1
号
、
第

2
号
若
し

く
は
第

3
号
、

第
1
7
項
第

1
号
若
し

く
は

2
号

、

第
1
6
9
条
第

2
項

第
1
号
若

し
く
は
第

2
号
、
第

1
7
4
条

第
3
項
第

1
号
、

第
1
7
6
条

第
4
項
第

1
号
、

第
1
7
7
条

第
4
項
第

3
号
又

は
第

1
7
8
条
第

8
項
第

1
号

若
し

く
は

第
9
項
第

1
号

若
し

く
は
第

1
0
項
第

1
号

若
し
く

は
第

2
号
若
し

く
は
第

1
1
項
第

1

号
若
し

く
は
第

2
号

若
し
く

は
第

1
3
項
に

該
当
す

る
よ
う

に
な
っ

た
場
合

に
は
、
当

該

記
載
事

項
を
法

第
6
7
条
第

1
項
の
規

定
に
よ

り
処

理
す
る

も
の
と

す
る
。

 

（
１
）

～
（
３

）
（
略

）
 

（
４

）
 
保

安
基
準

第
1
7
条

の
2
第

4
項
の

規
定

の
適
用

を
受
け

る
自
動

車
で

あ
っ
て
、

第
1
条
の

3
た

だ
し

書
の
規

定
に
よ

り
破
壊

試
験

に
よ
る

第
1
7
条

の
2
第

4
項
へ

の
適

合
性
の

判
定
を

行
っ

て
い
な

い
自
動

車
 

「
こ
の

自
動
車

に
備

え
る
電

気
装
置

は
、
保

安
基

準
第

1
条
の

3
た
だ

し
書
の

規
定

に

よ
り

、
衝

突
時

の
高

電
圧

に
よ

る
乗

車
人

員
の

保
護

の
基

準
へ

の
適

合
性

の
判

定
に

当

た
り
同

一
の
構

造
を

有
す
る

装
置
に

対
す
る

破
壊

試
験
を

行
っ
て

い
ま
せ

ん
。
」

 

（
５
）

～
（
１

２
）
（

略
）

 

３
－

４
－

２
１

の
２

～
３

－
４

－
２

７
（
略
）
 

３
－

５
～

３
－

１
５

 
（
略
）
 

第
４

章
～

第
６

章
 
（
略
）

 

別
表

第
１

～
第

６
号

様
式

 
（
略
）

 

別
添

１
 
（
略
）

 

別
添

２
 
（
略
）
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（2）大型特殊自動車の農耕トラクタに農作業機等を装着した場合の自動車検査証の
　　 記載事項等の取扱いについて 
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別紙 

 

 

国 自 整 第 ７ ９ 号 

令和２年６月２９日 

 

各地方運輸局自動車技術安全部長 殿 

沖縄総合事務局運輸部長 殿 

 

 

自動車局整備課長  

 

 

大型特殊自動車の農耕トラクタに農作業機等を装着した場合の自動車検査証 

の記載事項等の取扱いについて 

 

 

農業の生産性の向上の観点から、農耕トラクタが農作業機等を装着した状態で公道を走行

できるよう農業者から要請されており、「規制改革推進に関する第５次答申～平成から令和

へ～多様化が切り拓く未来～」（令和元年６月６日規制改革推進会議）においても、安全性

の確保を前提とした上で、必要に応じ当該規制の見直しを行うこととされたところである。 

 

農業者においては、農耕トラクタに装着する農作業機等を複数保有しており、農作業の内

容により農作業機等を着脱し組み替えていることから、その組み合わせは多岐にわたり、そ

の組み合わせ状態の全てについて、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「法」

という。）第 67 条第 1 項に基づき当該農耕トラクタの自動車検査証に記入を受けさせること

及び同条第３項に定める構造等変更検査を受けることを命じることは、ユーザーの手続きが

煩雑となり大きな負担を強いることとなる。 

そのため、農作業機等を装着した自動車に対する自動車検査証の記載事項の変更及び構造

等変更検査の取扱いについて、安全性を確保した上で見直しを行い、令和２年７月１日以降

は別添「大型特殊自動車の農耕トラクタに農作業機等を装着した場合の自動車検査証の記載

事項等の取扱い」によることとしたので了知するとともに、今後はこれにより遺漏なきよう

取り扱われたい。また、関係者に対し周知徹底を図られたい。 
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別紙 

別添  

 

大型特殊自動車の農耕トラクタに農作業機等を装着した場合の自動車検査証 

の記載事項等の取扱い 

 

 

大型特殊自動車の農耕トラクタのうち、特別な器具又は工具を使うことなく、手又は

農耕トラクタの操作により農作業機等を容易に着脱できる構造（以下「農作業機等を容

易に着脱できる構造」という。）のものにあっては、農作業機等の着脱により、道路運送

車両法施行規則（昭和 26 年運輸省令第 74 号。以下「施行規則」という。）第 35 条の３

第１項第８号（長さ、幅及び高さ）、第 17 号（最大積載量に限る。）、第 18 号（車両重量

及び車両総重量）及び第 19 号（空車状態における軸重）が変わる場合であっても、法第

67 条第 1 項に規定する「自動車検査証の記載事項について変更があったとき」に該当し

ないこととする。 

なお、前各号に係る自動車検査証の記載事項以外に変更があり、構造等変更検査を命

ずる場合には、この限りでない。 

また、農作業機等を装着した自動車の構造・装置に係る道路運送車両の保安基準（昭

和 26 年運輸省令第 67 号。以下「保安基準」という。）への適合性の判断に当たっては、

当該農作業機等が装着された状態において保安基準の各条項に適合している必要があり、

本取扱い通達に基づき農作業機等を装着したことにより自動車の構造・装置が保安基準

に適合していない場合にあっては、法第 54 条の２第１項に基づく整備命令の対象となり

うることを申し添える。 

したがって、自動車の使用者は、保有する農作業機等に応じた多岐にわたる組み合わ

せ状態の全てについて、自動車製作者等が作成する検討書等により保安基準に適合して

いることを確保することが必要である。 

また、保安基準第 55 条の規定により基準を緩和した自動車については、自動車検査証

の記載事項として、法第 67 条第１項に規定する「自動車検査証の記載事項について変更

があったとき」に該当し、施行規則第 35 条の３第１項第 22 号（保安基準第 55 条の規定

により基準の緩和をした自動車にあっては、その内容）の変更手続きを行うものとする。 
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参考 

 
農耕トラクタの農作業機等の例 

 
 
 
 
 
 
 
農耕トラクタの農作業機等の装着装置 

 

自動車検査証に記載された、長さ、幅、

高さ、車両重量等と同じ状態 
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（3）運輸支局等の敷地内における事故防止の徹底について
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自動車技術総合機構からのお知らせ

検査場内における受検者の運転操作ミス

による事故が多発しています。

ブレーキ検査を実施していた車両がブレーキとアクセルを踏み間違え、前方でヘッドラ
イト検査を行っていた車両に激しく追突し、押し出された車両がヘッドライト・テスタを破
損させた。

事故によるライトテスタの修理費 ： 約１,０００万円（機器メーカー見積り）
ライトテスタの修理期間 ： 約３ヶ月以上

独立行政法人自動車技術総合機構

◆運転操作ミスによる玉突き事故の例（令和２年７月発生）

検査コース内での運転操作は、
落ち着いて確実に行ってください。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

◆令和元年度の事故件数（原因別）

・令和元年度に全国で検査中に発生した事
故は全１１９件であった。

・「受検者の運転操作ミス」による事故が全
体の約７割合となっています。
（例）

ブレーキとアクセルの踏み間違え
ギヤをD（ドライブ）に入れたままの降車
操作ミスによる審査機器との衝突

【ヘッドライト・テスタの損傷】

※その他
車両修理代も発生！
（２台分）

９件
（８％）受検車両の不具合

３２件
（27％）

機構職員の不注意

７８件
（65％）

受検者の運転操作ミス

（4）自動車技術総合機構からのお知らせ
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国自基第７２号の３ 

国自整第１３８号の３ 

令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 

 

  

 一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会会長 殿  

  

 

 

    国土交通省自動車局長        

 

 

 

 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について（依命

通達） 

 

 今般、「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 

日付自車第 880 号）の一部を別紙新旧対照表のとおり改正したので、貴会傘下

会員に対し周知方お願いします。 

（5）「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」の一部改正について（依命通達）
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別 紙 

 

「自動車検査業務等実施要領について（依命通達）」（昭和 36 年 11 月 25 日自車第 880 号）の一部を改正する通達 新旧対照表 

昭和 36 年 11 月 25 日付け自車第 880 号  

改正 令和 2 年 9 月 1日付け国自基第 72 号国自整第 138 号  

新 旧 

自動車検査業務等実施要領 

 

目次 （略）  

第１章～第２章（略） 

 

第３章 自動車の検査（事務関係） 

３－１～３－３（略） 

３－４（検査証等の記載事項等） 

３－４－１～３－４－２０（略） 

３－４－２１ 規則第 35 条の 3 第 1 項第 24 号の規定に基づき自動車検査

証に記載を要する自動車については、自動車検査証の備考欄に次の例によ

り記載する。 

なお、自動車検査証の備考欄に(1)から(12)までに掲げられた事項が記載

されている自動車の装置が、細目告示第 91 条第 4 項第 1 号、第 2号若しく

は第 3号、第 96 条第 3項、第 98 条第 4項、第 99 条第 4項、第 100 条第 8

項若しくは第 10 項若しくは第 12 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号若しく

は第 14 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号、第 17 項第 1 号若しくは 2 号、

第 169 条第 2 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号、第 174 条第 3 項第 1 号、

第 176 条第 4 項第 1 号若しくは第 2 号、第 177 条第 6 項第 1 号又は第 178

条第 8 項第 1 号若しくは第 9項第 1号若しくは第 10 項第 1号、第 2号若し

くは第 3 号若しくは第 11 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号若しくは第 13

項に該当するようになった場合には、当該記載事項を法第 67 条第 1 項の規

定により処理するものとする。 

（１）～（１２）（略） 

３－４－２１の２（略） 

３－４－２１の３ 規則第 35 条の 3 第 1 項第 29 号の規定に基づき自動車

検査証に記載を要する自動車については、自動車検査証の備考欄に次の例

により記載する。 

  「この自動車の装置の一部は、長さ 2.5m、幅 1.3m、高さ 2m を超えな

い軽自動車であって、最高速度 60km 毎時以下のもののうち、高速自

自動車検査業務等実施要領 

 

目次 （略） 

第１章～第２章（略） 

 

第３章 自動車の検査（事務関係） 

３－１～３－３（略） 

３－４（検査証等の記載事項等） 

３－４－１～３－４－２０（略） 

３－４－２１ 規則第 35 条の 3 第 1 項第 24 号の規定に基づき自動車検査

証に記載を要する自動車については、自動車検査証の備考欄に次の例によ

り記載する。 

なお、自動車検査証の備考欄に(1)から(12)までに掲げられた事項が記載

されている自動車の装置が、細目告示第 91 条第 4 項第 1 号、第 2号若しく

は第 3号、第 96 条第 3項、第 98 条第 4項、第 99 条第 4項、第 100 条第 8

項若しくは第 10 項若しくは第 12 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号若しく

は第 14 項第 1 号、第 2 号若しくは第 3 号、第 17 項第 1 号若しくは 2 号、

第 169 条第 2 項第 1 号若しくは第 2 号、第 174 条第 3 項第 1 号、第 176 条

第 4 項第 1 号、第 177 条第 6 項第 3 号又は第 178 条第 8 項第 1 号若しくは

第 9 項第 1 号若しくは第 10 項第 1 号若しくは第 2 号若しくは第 11 項第 1

号若しくは第 2号若しくは第 13 項に該当するようになった場合には、当該

記載事項を法第 67 条第 1 項の規定により処理するものとする。 

 

（１）～（１２）（略） 

３－４－２１の２（略） 

（新設） 
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動車国道等において運行しないものとして基準への適合性の判定を

行っています。」 

３－４－２２～３－４－２７（略） 

３－５～３－１５ （略） 

第４章～第６章 （略） 

別表第１～第６号様式 （略） 

別添１ （略） 

別添２ （略） 

 

附 則 （令和 2 年 9月 1日国自基第 72 号国自整第 138 号） 

公布の日から施行する 

 

 

 

３－４－２２～３－４－２７（略） 

３－５～３－１５ （略） 

第４章～第６章 （略） 

別表第１～第６号様式 （略） 

別添１ （略） 

別添２ （略） 
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令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 

自動車局 技術・環境政策課 

自動車局 安全・環境基準課 

 

道路運送車両法施行規則等の一部改正について 

～量産を目的とした超小型モビリティに係る基準の整備及び 

   特区法の改正に伴う制度整備について～ 

(1) 量産を目的とした最高時速60km以下の超小型モビリティについて、一般道を自由に走

行できる車両の安全対策について検討した結果を踏まえ、普及促進に向けた基準の整備

等に関する改正を行います。 

(2) 本年５月２７日に成立した国家戦略特別区域法の一部を改正する法律（令和２年法律第

34号）の施行に伴い、特区法の枠組みで実施される自動運転の実証実験の安全かつ円

滑な実施のため、同実証実験に用いられる自動車の自動車検査証等に、技術基準の適

合を要しない装置及びその代替機能等を記載事項とする改正を行います。 

 

１． 背景 

(1) 超小型モビリティの普及促進に向けた制度整備 

軽自動車より小さく、原動機付自転車（二輪）より大きいという特徴を有する１人から

２人乗り程度の超小型モビリティについては、従前より認定制度に基づいた運用を行っ

ていますが、更なる普及促進に向け、一般道を自由に走行できる量産型車両の安全

対策について有識者を交えて議論を行いました。 

この結果を踏まえ、道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関

係の整理のため必要な事項を定める告示（平成15年国土交通省告示第1318号）（以下、

「適用関係告示」という。）を改正するとともに、超小型モビリティであることを自動車検

査証の記載事項とし、当該記載事項に変更がある場合には構造等変更検査を受ける

こととするため、道路運送車両法施行規則（昭和26年運輸省令第74号）を改正します。 

 

 (2) 改正特区法の施行に向けた制度整備 

本年５月２７日に成立した国家戦略特別区域法の一部を改正する法律（令和２年法

律第34号）により、自動車の自動運転などの実証実験がより迅速かつ円滑に実施され

るよう、道路運送車両法等に係る特例が設けられました。 

具体的には、国家戦略特別区域法（平成25年法律第107号。以下「特区法」という。）

の枠組みで実施される自動運転の実証実験に用いられる自動車について、安全を十

分に確保するための代替の措置等によって保安上又は公害防止その他の環境保全

上の支障が生じないと認められた場合、自動車の装置の一部について技術基準へ適

合することを要しない特例が設けられました。 

これに伴い、技術基準への適合を要しない装置及びその代替機能等について自動

車検査証の記載事項とする等、道路運送車両法施行規則の改正を行います。 

 

２． 道路運送車両法施行規則の主な改正項目 

(1) 超小型モビリティの普及促進に向けた制度整備 

－58－

根本正之
テキスト ボックス
参　考



・超小型モビリティ（長さ2.5ｍ、幅1.3ｍ、高さ２ｍを超えない、最高時速60km以下の軽

自動車のうち、高速自動車国道等※を運行しないもの）であることを自動車検査証の

記載事項とする 

・当該記載事項に変更がある場合には、構造等変更検査を受けることを命じることとす

る 

(2) 改正特区法の施行に向けた制度整備 

・実証実験に用いる自動車について、技術基準への適合を要しない装置及びその代替

機能等の内容を自動車検査証の記載事項とする 

・地方運輸局長は、当該自動車の使用者に対し、自動車検査証等の提示を求めること

ができることとする 等 

 

３． 適用関係告示の主な改正項目 

超小型モビリティについて、走行実態や事故実態を踏まえ、以下の改正を行う。 

【適用範囲】 

長さ 2.5ｍ、幅 1.3ｍ、高さ２ｍを超えない、最高時速 60km 以下の軽自動車のうち高速自

動車国道等※を運行しないもの 

【概要】 

衝突基準 改正内容 

フルラップ前面衝突（協定規則第 137 号） 

オフセット前面衝突（協定規則第 94 号） 

当分の間、試験速度を時速 40km とするこ

とができる。 

ポールへの側面衝突（協定規則第 135

号） 
当分の間、適用しない。 

○協定規則第 12 号（かじ取り装置の前面衝突）、第 16 号（座席ベルト）、第 34 号（燃料

装置）、第 100 号（原動機用蓄電池）及び第 134 号（水素燃料電池）の技術的な要件を

適用する場合において、前面衝突に関する協定規則により適合性を判断する場合に

も準用することができる。 

○最高時速 60km 以下の車両であることを車両後面の見やすい 

  位置に表示すること等を求めることとする。 
 

 

※高速自動車国道（高速自動車国道法（昭和 32 年法律第 79 号）第４条

第１項に規定する道路をいう。）又は自動車専用道路（道路法（昭和 27

年法律第 180 号）第 48 条の４に規定する自動車専用道路をいう。）をい

う。 

 

４． その他 

上記に併せてその他所要の改正等を行う。 
 

５． 公布・施行 

公 布 ： ９月１日（本日） 

施 行 ： 公布の日 
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 問い合わせ先 

【量産超小型モビリティについて】 

  国土交通省自動車局 安全・環境基準課   ：東海、杉本 

    電話 03-5253-8111（内線 42532） 03-5253-8602（直通）  

FAX  03-5253-1636 

【改正特区法の施行に向けた制度整備について】 

  国土交通省自動車局 技術・環境政策課   ：河野、辰野 

    電話 03-5253-8111（内線 42255） 03-5253-8590（直通）  

FAX  03-5253-1639 
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(6) 路上故障車等に対する特定整備に係る作業の取扱いについて
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(7) 大型車の車輪脱落事故防止に係る令和２年度緊急対策の実施について
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別添１ 

 

大型車の車輪脱落事故防止「令和２年度緊急対策」 

 

 

１．国土交通省実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

① 本省等（各地方運輸局及び沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）及び各運輸支局

等（神戸運輸監理部兵庫陸運部及び沖縄総合事務局陸運事務所を含む。以下同

じ。）は、大型車の車輪脱落事故防止対策に係る連絡会（以下「連絡会」という。）

と協力し、本省や連絡会で制作したポスター、チラシ、事故防止啓発映像等を

用いて、大型車の使用者に対しての広報活動を実施する。 

② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、整備管理者研修等において、大型車の車輪

脱落事故の発生状況を紹介し、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守

管理を実施するように周知徹底を図る。 

（２）事故防止対策の徹底を図るための周知・指導 

① 各地方運輸局及び各運輸支局等は、街頭検査を通じて、大型車の使用者に対し

て、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守管理の実施を呼びかける。 

② 各地方運輸局及び各運輸支局等は、運送事業者に対して、３．（１）及び（２）

の取組状況を別添２により確認し、同事故防止対策の取組が不十分なときは、

積極的な取組を実施するよう指導する。なお、対象とする事業者は、令和元年

度を優先に過去３年間（平成２９年度以降）に車輪脱落事故を発生させた運送

事業者として、計画的に実施する。 

③ 本省等は、連絡会の協力を得て、ホイール・ナットの緩みの総点検を実施する

よう運送事業者へ要請する。 

（３）地方独自の実施事項 

各地方運輸局又は各運輸支局等は、上記（１）及び（２）の取組の他、地域の実

情を踏まえた独自の対策を追加して実施することも可能とする。この場合、追加実

施事項について連絡会構成団体の地方組織の協力が必要なときは、その旨を依頼す

る。 

 

２．連絡会構成団体共通実施事項 

（１）事故防止対策を推進するための広報・啓発活動 

連絡会構成団体は、傘下会員に対して、本省や連絡会で制作したポスター、チラ

シ、事故防止啓発映像等を用いて、適切なタイヤ交換作業及び交換後の確実な保守

管理を実施するように周知する。また、連絡会構成団体から実施事項の協力依頼が

あったときは、その取組の実施に協力する。 
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（２）事故防止対策の徹底を図るための調査・指導 

連絡会構成団体の地方組織は、各運輸支局等から街頭検査の機会を活用した取

組について協力要請があった場合は、これに協力する。 

（３）地方独自の実施事項 

連絡会構成団体の地方組織は、各地方運輸局又は各運輸支局等から地方独自の

実施事項の協力依頼があったときは、その取組の実施に協力する。 

 

３．連絡会構成団体別実施事項 

 全日本トラック協会、日本バス協会 

（１） これまで取り組んできた以下の実施事項について、引き続き取り組むよう傘下

会員に対して、周知徹底する。 

① 整備管理者は、適切なタイヤ交換作業の実施を確保するため、次の事項を徹底

すること。 

• 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業の実施。 

• 自社でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 

② 運送事業者は、車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）について、社内

の整備管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に確実に実施させること。特に、

脱落の多い左後輪については重点的に点検すること。 

③ 整備管理者は、著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイール

では、適正な締付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っ

ても錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使

用せず、交換すること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４

年以上経過している車両は、重点的に確認すること。 

④ 整備管理者は、増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者

（運転者）に指導すること。なお、整備管理者は、車載工具で増し締めを行っ

た場合は、必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付けるこ

と。 

（２） 依然として、貨物自動車運送事業者において、自社でタイヤ交換作業を行った

車両による事故が多く発生していることに鑑み、貨物自動車運送事業者に対し

ては、以下の実施事項を追加して取り組むよう、傘下会員に対して、周知徹底す

る。 

① 整備管理者は、自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に対して、

別紙１のタイヤ交換作業管理表に沿って作業を実施、その結果を記録させて、

適切なタイヤ交換作業が行われていることを確認すること。 

② 整備管理者は、別紙１のタイヤ交換作業管理表を使用して、増し締めの実施結

果を記録し、増し締めが確実に行われていることを確認すること。 

③ 整備管理者は、点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ホイール・ナッ

トの脱落及び緩み」、「ホイール・ボルトの折損等の異常」、「ホイール・ボルト
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付近のさび汁痕跡」及び「ホイール・ナットから突出しているホイール・ボル

トの不揃いの確認」を確実に行わせること。なお、ホイール・ナットの緩みの

点検については、点検ハンマーによる確認手法のほか、ホイール・ナットへの

マーキング（注１）を施す、又は、市販化されているホイールナットマーカーを活

用したマーキングのずれの確認手法により、ホイール・ナットの緩みの点検（注

２）を確実に実施すること。 

（３） 国土交通省から要請されるホイール・ナットの緩みの総点検の実施及び結果の

報告について、傘下会員の運送事業者へ協力を依頼する。 

 

 全国自家用自動車協会 

大型車の使用者向けに、以下の事故防止対策を徹底するよう広報啓発する。 

① 日程及び時間に余裕を持った計画的なタイヤ交換作業を実施すること。 

② タイヤの交換作業は、正しい知識を有した者に実施させること。 

③ 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤ交換作業時に点検・清掃を行っても錆が著しい

ディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交換す

ること。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態から４年以上経過して

いる車両は、重点的に確認すること。 

④ 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を確認しておくこと。な

お、車載工具で行った際の締め付けトルクの確認は、必ず帰庫時にトルクレン

チを使用して規定のトルクで締め付けること。 

⑤ 脱落の多い左後輪については、タイヤ交換時の作業確認及びタイヤ交換後の日

常点検を重点的に実施すること。 

 

 日本自動車整備振興会連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、日本自動車タイヤ

協会、日本自動車車体整備協同組合連合会、日本自動車販売協会連合会、全国石油

商業組合連合会 

傘下会員の事業者へ、タイヤ交換作業や広報啓発に際して、以下の注意事項等を

周知する。なお、タイヤメーカーにあっては、自社販売の流通経路を活用して、タ

イヤ販売業者へ周知する。 

① インパクトレンチを用いてホイール・ナットを締め付ける際は、締め過ぎに注

意し、最後にトルクレンチを使用して必ず規定トルクで締め付けること。 

② ホイール・ナットの規定トルクでの締め付け及びホイールに適合したボルト、

ナットを使用すること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に確認する

こと。 

③ 入庫する大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための４つのポイント

について周知すること。特に、増し締めの必要性や脱落の多い左後輪について

は重点的に確認するよう啓発すること。 
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④ 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤ交換作業の際、点検・清掃を行っても、錆が著

しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、交

換が必要であることを使用者に理解してもらうよう努めること。 

⑤ タイヤ交換事業者においても、大型車のタイヤ交換作業の際は、別紙１のタイ

ヤ交換作業管理表に沿った作業を行い、依頼者へ作業完了報告するよう努める

こと。また、ホイール・ナットへのマーキングの施工依頼があった場合には、

これに協力すること。 

 

 日本自動車工業会、日本自動車車体工業会、日本自動車輸入組合 

傘下会員の事業者へ、広報啓発に際して、以下の事項を周知する。 

① 大型車の使用者に対して、車輪脱落事故防止のための４つのポイントの確実な

実施を周知すること。特に、脱落の多い左後輪については重点的に確認するよ

う啓発すること。 

② 著しく錆びたホイール・ボルト、ナット、ディスク・ホイールでは、適正な締

付力が得られないため、タイヤの交換作業の際、点検・清掃を行っても、錆が

著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは使用せず、

交換が必要であることを啓発すること。 

 

 日本自動車機械工具協会、日本自動車機械器具工業会、自動車用品小売業協会 

傘下会員の事業者に対して、タイヤ脱着作業に使用する器具等を販売する際、そ

の正しい使用方法やトルクレンチは定期的な校正が必要であることを購入者に説

明を徹底するよう周知すること。 

 

４．キャンペーンの実施 

  この事故防止対策は、大型車の使用者が車輪脱落事故防止を図るため、常日頃から取

り組むものであるが、特に冬期における事故多発に鑑み、令和２年１１月から令和３年

２月の間を車輪脱落事故防止キャンペーン期間として全国に展開し、事故防止対策の

徹底を図る取組を実施する。 

 

５．新型コロナウイルス感染症に配慮した取組の実施 

新型コロナウイルス感染症の影響は日々変化している状況にあることから、本省等

及び連絡会構成団体（地方組織含む）は、各都道府県の取組を含め最新かつ正確な情報

を収集し、地域の実情に踏まえた各種取組を実施する。 

 

注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩みを確

認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 
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 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで連続

して記入することが望ましい。 

 マーキングは、増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したときは、

増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを消して新た

に施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するかのいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが目視

で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性のある

ものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナットへのマ

ーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行っても差し支え

ない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であることに留意する。 

 

※印は、以下の４項目 

１．ホイール・ナットの規定トルクでの確実な締め付け 

２．タイヤ交換後、５０～１００ｋｍ走行後の増し締めの実施 

３．日常（運行前）点検における、ディスク・ホイールの取付状態の確認 

４．ホイールに適合したホイール・ボルト及びホイール・ナットの使用 
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貨物自動車運送事業者の方へ 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和２年度緊急対策」について 

 

 

大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策に、積極

的な取組をお願いします。 

 

１．会社代表者の方へ 

車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）について、社内の整備管理

者、運転者及びタイヤ交換作業者に周知徹底を図ってください。 

※印は、別紙３のチラシを参照 

２．整備管理者の方へ 

• 計画的なタイヤ交換作業を実施する。 

• 社内でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施させる。 

• 錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナットは

使用せず、交換する。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品の状態か

ら４年以上経過している車両は、重点的に確認する。 

• 脱落の多い左後輪について重点的に点検する。 

• 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者（運転者）

に指導する。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、必ず帰庫時に

トルクレンチを使用して規定のトルクで締め付ける。 

  

自社でタイヤ交換した車両による事故が多く発生していることを踏ま 

えた今年度の追加対策 

• 自社で大型車のタイヤ交換作業を行うときは、作業者に、別紙１の作

業管理表に沿って作業を実施させ、その結果を記録させる。 

• タイヤ交換作業完了後、作業管理表をもとに適正なタイヤ交換作業が

行われていることを確認する。 

• 別紙１の作業管理表を使用して、増し締めの実施結果を記録する。 

• 点検実施者に別紙２の日常点検表を使用して、「ディスク・ホイールの

取付状態」の点検を確実に行う。 

• 増し締め実施後、ホイール・ナットへのマーキング（注１）を施す、又は、

ホイールナットマーカーを活用したマーキングのずれの確認手法に

より、ホイール・ナットの緩みの点検（注２）を確実に確認する。 

 

 

別添２－１ 
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注１ ホイール・ナットへのマーキング（合いマーク）は、目視によりホイール・ナットの緩

みを確認可能とする措置であるため、以下の点に留意して施工する。 

 マーキングは、対象となるナットが緩んでいないことを確認し、施工する必要がある。 

 マーキングは、ボルト、ナットに連続して記入する。できれば、座金、ホイール面まで

連続して記入することが望ましい。 

 マーキングは増し締め実施後に施工する。タイヤ交換時にマーキングを施工したとき

は、増し締め実施後に再度、マーキングを施工する。この場合、以前のマーキングを

消して新たに施工するか、以前のマーキングは残し色違いのマーキングを施工するか

のいずれかによる。 

 マーキングが確認しやすい色（白色、黄色等）を使用する。また、マーキングのずれが

目視で判別できるよう、適当な太さで施工する。 

 マーキングの記入に使用する塗料は、屋外使用に適し、雨や紫外線等に対して耐久性

のあるものを使用する。（例：油性顔料インキ） 

   注２ ISO方式のホイールにおいて、「ホイール・ナットの緩み」の点検を、ホイール・ナット

へのマーキング又はホイールナットマーカーによる合いマークのずれの確認により行って

も差し支えない。ただし、ホイール・ボルトの折損の点検方法としては不適切であること

に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホイールナットマーカーの装着状態 

緩みなしの状態 左右のホイール・ナットが緩んだ状態 
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旅客自動車運送事業者の方へ 

 

 

 

大型車の車輪脱落事故防止対策「令和２年度緊急対策」 

 

 

 

大型車の車輪脱落事故が増加していますので、以下の事故防止対策に、

積極的な取組をお願いします。 

 

 

１．会社代表者の方へ 

車輪脱落事故防止のための４つのポイント（※）について、社内の整備

管理者、運転者及びタイヤ交換作業者に周知徹底を図ってください。 

※印は、別紙３のチラシを参照 

 

２．整備管理者の方へ 

• 計画的なタイヤ交換作業を実施する。 

• 社内でタイヤ交換作業を行う際は、正しい知識を有した者に実施

させる。 

• 錆が著しいディスク・ホイール、スムーズに回らないボルト、ナッ

トは使用せず、交換する。特に、ホイール・ボルト、ナットが新品

の状態から４年以上経過している車両は、重点的に確認する。 

• 脱落の多い左後輪について重点的に点検する。 

• 増し締めをやむを得ず車載工具で行う場合の実施方法を作業者

（運転者）に指導する。なお、車載工具で増し締めを行った場合は、

必ず帰庫時にトルクレンチを使用して規定のトルクで締め付ける。 
 

別添２－２ 
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別紙１（様式例）

○

○

※

※

○

○

■
△

N･m

■

※

■

△

注 この内容に沿ったものであれば、自社の様式を使用してもよい。

ホイール・ボルト

座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤
滑剤を薄く塗布する。

JIS方式が対象。

ISO方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）と
の当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

点
検
の
実
施

亀裂、損傷がないかを確認

ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ
面に摩耗や損傷がないかを確認

ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認

○

規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

対角線順に2～3回に分けて締め付けること（最後の締め付けはトルクレンチで規定トルクで締め付ける）。

油
脂
類
塗
布
の
実
施

ハブ

ホイール・ナットの締め付け

ハブのはめ合い部（インロー部）に、グリー
スを薄く塗布する。

タイヤ交換後、50～100km走行後の増し締め
を実施する。

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

実施箇所

年　　月　　日 

ねじ部につぶれや、やせ、かじりなどがない
かを確認

ナットの座面部（球面座）に錆や傷、ゴミが
ないかを確認

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がな
いかを確認

ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥な
どを取り除く。

ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、
摩耗がないかを確認

溶接部に亀裂や損傷がないかを確認

ナットの座金（ワッシャ）が、スムーズに回
転するかを確認

タイヤ交換作業管理表
登録番号又は車番

作 業 実 施 者 名

実施日　令和

整備管理者確認欄

ハブ面

確認・作業内容 結　果
（実施✓・交換×）

ディスク・ホイールの取付面に著しい摩耗や
損傷がないかを確認

取
付

ホイール・ナットの増し締め
保
守

ホイール・ナット

座金（ワッシャ）とナットとのすき間にエン
ジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する。

タイヤ交換作業時の締め付けトルク値

ネジ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く
塗布する。

清
掃
の
実
施

ハブ面

ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミな
どを取り除く。

ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴ
ミ、泥などを取り除く。

ディスク・ホイール

ホイール・ボルト、ナット

ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の
錆やゴミ、泥などを取り除く。
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別紙２（様式例）

踏みしろ

ブレーキのきき

かかり具合

異音

※ 低速、加速の状態

※ 噴射状態

※ 拭き取りの状態

○ 空気圧力の上がり具合

○ 排気音

※ 液量

液量

※ 液量

※ リザーバ・タンク内の液量

※ エンジン・オイルの量

張り具合

損傷

点灯・点滅具合

汚れ

損傷

空気圧

ナット緩み・脱落

ボルト付近さび汁

ボルト突出不揃い、折損

亀裂

損傷

異状な摩耗

※ 溝の深さ

○ タンク内の凝水

※

※

※印の点検は、当該自動車の走行距離・運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

○印の項目はエア・ブレーキを用いた自動車の点検項目を示す。

□印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員30人以上に該当する車両の場合は必ず実施すること。

注．ディスク・ホイールの取付状態の点検項目が細分化された内容が点検されるようになっていれば、自社の様式を使用してもよい。

ブレーキのリザーバ・タンク

空気圧力計

エア・タンク

点灯・点滅具合、汚れ、損傷

車
の
周
り
か
ら
の
点
検

ブレーキ・バルブ

ウィンド・ウォッシャ・タンク

バッテリ

ラジエータなどの冷却装置

潤滑装置

運
転
席
で
の
点
検

エ
ン
ジ
ン
・
ル
ー
ム
の
点
検

登録番号又は車番

点検実施者（運転者）名

ワイパー

ブレーキ・ペダル

駐車ブレーキ・レバー
(パーキング・ブレーキ・レバー)

ファン・ベルト

実施日　令和

日常点検表
運行管理者（補助者）確認欄

整備管理者（補助者）確認欄

点検箇所

年　　月　　日 

点検項目
点検結果
(○・×)

ブレーキ・ペダル
ブレーキ・ドラムとライニング
とのすき間

前日・前回の運行におい
て異状が認められた箇所

○

原動機(エンジン）
※ かかり具合、異音

ウィンド・ウォッシャ

引きしろ（踏みしろ）

タイヤ

□ ディスク・ホイールの取付状態

亀裂、損傷

ブレーキ・チャンバのロッドの
ストローク

踏みしろ、ブレーキのきき

灯火装置（前照灯・車幅灯・尾
灯・制動灯・後退灯・番号灯・側
方灯・反射器）、方向指示器

※ 張り具合、損傷
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